
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
五
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
二
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 

 
 

行 

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十

三
年
東
京
都
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
の
二
か
ら
第
四
条
の
十
一
ま
で
の
改
正
規
定 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
四
条
の
十
一
の
二
中
「
都
内
削
減
量
の
発
行
が
可
能
な
期
間
（
都
内
削
減

量
に
係
る
対
策
の
実
施
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
年
度
又
は
当
該
年
度
の
翌

年
度
の
う
ち
事
業
者
が
選
択
す
る
年
度
か
ら
起
算
し
て
、
当
該
対
策
の
種
類
に

応
じ
て
五
箇
年
度
又
は
十
箇
年
度
の
い
ず
れ
か
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る

期
間
と
す
る
。）
内
に
お
い
て
都
内
削
減
量
を
算
定
す
る
年
度
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
算
定
年
度
」
と
い
う
。）
ご
と
に
算
定
す
る
、
次
に
掲
げ
る
量
の

う
ち
、
い
ず
れ
か
小
さ
い
」
を
「
都
内
削
減
量
を
算
定
す
る
事
業
所
等
に
お
け

る
第
一
号
の
量
か
ら
第
二
号
及
び
第
三
号
の
量
を
控
除
し
た
量
を
、知
事
が
別

に
定
め
る
方
法
に
よ
り
特
定
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
削
減
量
に
換
算
し
た
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
等
が
、
当
該
事
業
所
等
に
係
る
地
球

温
暖
化
対
策
報
告
書
を
知
事
に
提
出
し
た
年
度
の
前
年
度
の
末
日
時
点
で

第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
（
第
五
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
要

件
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
第
一
号
の
量
か

ら
第
二
号
の
量
を
控
除
し
た
量
の
う
ち
知
事
が
別
に
定
め
る
量
を
知
事
が

別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
特
定
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
削
減
量
に
換
算

し
た
量
と
す
る
。 

第
四
条
の
十
一
の
二
各
号
か
ら
第
四
条
の
十
五
ま
で
の
改
正
規
定 

（
現
行
の

と
お
り
） 

第
四
条
の
十
六
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

６ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十

三
年
東
京
都
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
の
二
か
ら
第
四
条
の
十
一
ま
で
の
改
正
規
定 

（
略
） 

第
四
条
の
十
一
の
二
中
「
都
内
削
減
量
の
発
行
が
可
能
な
期
間
（
都
内
削
減

量
に
係
る
対
策
の
実
施
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
年
度
又
は
当
該
年
度
の
翌

年
度
の
う
ち
事
業
者
が
選
択
す
る
年
度
か
ら
起
算
し
て
、
当
該
対
策
の
種
類
に

応
じ
て
五
箇
年
度
又
は
十
箇
年
度
の
い
ず
れ
か
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る

期
間
と
す
る
。）
内
に
お
い
て
都
内
削
減
量
を
算
定
す
る
年
度
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
算
定
年
度
」
と
い
う
。）
ご
と
に
算
定
す
る
、
次
に
掲
げ
る
量
の

う
ち
、
い
ず
れ
か
小
さ
い
」
を
「
都
内
削
減
量
を
算
定
す
る
事
業
所
等
に
お
け

る
第
一
号
の
量
か
ら
第
二
号
及
び
第
三
号
の
量
を
控
除
し
た
量
を
、知
事
が
別

に
定
め
る
方
法
に
よ
り
特
定
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
削
減
量
に
換
算
し
た
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
等
が
、
当
該
事
業
所
等
に
係
る
地
球

温
暖
化
対
策
報
告
書
を
知
事
に
提
出
し
た
年
度
の
前
年
度
の
末
日
時
点
で

第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
第
五
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る

要
件
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
第
一
号
の
量

か
ら
第
二
号
の
量
を
控
除
し
た
量
の
う
ち
知
事
が
別
に
定
め
る
量
を
知
事

が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
特
定
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
削
減
量
に
換

算
し
た
量
と
す
る
。 

第
四
条
の
十
一
の
二
各
号
か
ら
第
四
条
の
十
五
ま
で
の
改
正
規
定 

（
略
） 

 第
四
条
の
十
六
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

６ 

（
略
） 



７ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
一
の
項
及
び
三
の
項
に
掲
げ
る
事

業
所
の
種
類
に
該
当
す
る
も
の
の
第
四
期
削
減
義
務
率
は
、
同
欄
に
掲
げ
る

事
業
所
の
種
類
に
応
じ
、
前
項
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
所
の
種
類
に
応
じ

た
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
割
合
か
ら
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
減
じ

て
得
た
割
合
、
同
表
二
の
項
に
掲
げ
る
事
業
所
の
種
類
に
該
当
す
る
も
の
の

第
四
期
削
減
義
務
率
は
、
前
項
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
所
の
種
類
に
応
じ

た
当
該
中
欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
か
ら
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割

合
を
減
じ
て
得
た
割
合
と
す
る
。 

事
務
所
の
種
類 

割
合 

一 

第
一
期
該
当
事
業
所
の
う
ち
、
主
た
る
用
途
が
病

院
そ
の
他
の
医
療
施
設
で
構
成
さ
れ
る
も
の
（
三
に

掲
げ
る
事
業
所
を
除
く
。
） 

（

現

行

の

と
お
り
） 

二 

知
事
が
別
に
定
め
る
基
準
と
な
る
期
間
に
お
け
る

他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
電
気
に
係
る
原
油
換
算
エ
ネ

ル
ギ
ー
使
用
量
の
、
当
該
期
間
に
お
け
る
全
て
の
燃

料
等
に
係
る
原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
に
占
め

る
割
合
が
平
均
で
二
割
未
満
で
あ
る
事
業
所
（
三
に

掲
げ
る
事
業
所
を
除
く
。
） 

（

現

行

の

と
お
り
） 

三 

一
及
び
二
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
所 

（

現

行

の

と
お
り
） 

第
四
条
の
十
七
第
四
項
か
ら
第
五
条
の
二
十
第
三
項
の
改
正
規
定
ま
で 

（
現

行
の
と
お
り
） 

附
則
第
十
一
項
の
改
正
規
定 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
の
三
の
二
の
改
正
規
定 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
の
三
の
改
正
規
定 

（
現
行
の
と
お
り
） 

附 

則 

１
及
び
２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

７ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
所
の
種
類

に
該
当
す
る
も
の
の
第
四
期
削
減
義
務
率
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
事
業
所
の
種

類
に
応
じ
、
前
項
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
所
の
種
類
に
応
じ
た
当
該
中
欄

に
掲
げ
る
割
合
か
ら
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
減
じ
て
得
た
割
合

と
す
る
。 

   

事
務
所
の
種
類 

割
合 

一 

第
一
期
該
当
事
業
所
の
う
ち
、
主
た
る
用
途
が
病

院
そ
の
他
の
医
療
施
設
で
構
成
さ
れ
る
も
の
（
三
に

掲
げ
る
事
業
所
を
除
く
。
） 

（
略
） 

二 

知
事
が
別
に
定
め
る
基
準
と
な
る
期
間
に
お
け
る

他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
電
気
に
係
る
原
油
換
算
エ
ネ

ル
ギ
ー
使
用
量
の
、
当
該
期
間
に
お
け
る
全
て
の
燃

料
等
に
係
る
原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
に
占
め

る
割
合
が
平
均
で
二
割
未
満
で
あ
る
事
業
所
（
三
に

掲
げ
る
事
業
所
を
除
く
。
） 

（
略
） 

三 

一
及
び
二
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
所 

 

（
略
） 

第
四
条
の
十
七
第
四
項
か
ら
第
五
条
の
二
十
第
三
項
の
改
正
規
定
ま
で 

（
略
） 

附
則
第
十
一
項
の
改
正
規
定 

（
略
） 

別
表
第
一
の
三
の
二
の
改
正
規
定 

（
略
） 

別
表
第
一
の
三
の
改
正
規
定 

（
略
） 

附 

則 

１
及
び
２ 

（
略
） 



３ 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
所
の
種
類
に
該
当
す
る
も
の
の
新
規
則

第
四
条
の
十
六
第
六
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
第
四
期
削
減
義
務
率
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
欄
に
掲
げ
る
事
業
所
の
種
類
に
応
じ
、

当
該
中
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
限
り
、
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
と
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
所
の
種
類
に
該
当
し
、
か
つ
、
新
規

則
第
四
条
の
十
六
第
七
項
の
表
二
の
項
に
掲
げ
る
事
業
所
の
種
類
に
該
当

す
る
場
合
に
お
け
る
第
四
期
削
減
義
務
率
は
、
次
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
事
業

所
の
種
類
に
応
じ
た
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
か
ら
、
同
項
の
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
割
合
を
減
じ
て
得
た
割
合
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第

十
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
四
条
の
十
六
各
項
に
規

定
す
る
削
減
義
務
率
」
と
あ
る
の
は
、
同
表
一
の
項
に
掲
げ
る
事
業
所
に
つ

い
て
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
限
り
「
第
四

条
の
十
六
第
六
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
所
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
下

欄
に
掲
げ
る
割
合
」
と
、
同
表
二
の
項
及
び
三
の
項
に
掲
げ
る
事
業
所
に
つ

い
て
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
限
り
「
第
四

条
の
十
六
第
六
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
所
の
種
類
に
応
じ
、
附
則
第

三
項
の
表
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
」
と
す
る
。 

３ 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
所
の
種
類
に
該
当
す
る
も
の
の
新
規
則

第
四
条
の
十
六
第
六
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
第
四
期
削
減
義
務
率
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
欄
に
掲
げ
る
事
業
所
の
種
類
に
応
じ
、

当
該
中
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
限
り
、
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
十
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
第
四
条
の
十
六
各
項
に
規
定
す
る
削
減
義
務
率
」
と
あ
る
の
は
、
同
表
一

の
項
に
掲
げ
る
事
業
所
に
つ
い
て
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
中
欄

に
掲
げ
る
期
間
に
限
り
「
第
四
条
の
十
六
第
六
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事

業
所
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
」
と
、
同
表
二
の
項
及
び

三
の
項
に
掲
げ
る
事
業
所
に
つ
い
て
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
中

欄
に
掲
げ
る
期
間
に
限
り
「
第
四
条
の
十
六
第
六
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

事
業
所
の
種
類
に
応
じ
、附
則
第
三
項
の
表
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
」
と
す
る
。 

     



事
業
所
の
種
類 

期
間 

割
合 

一 

特
定
地
球
温
暖
化
対

策
事
業
所
に
該
当
し
た
年

度(
事
業
所
区
域
の
変
更

に
伴
い
新
た
な
指
定
を
受

け
た
特
定
地
球
温
暖
化
対

策
事
業
所(

以
下
「
新
指
定

事
業
所
」
と
い
う
。)

に

あ
っ
て
は
、
新
指
定
事
業

所
の
区
域
に
そ
の
区
域
の

全
部
又
は
一
部
が
含
ま
れ

る
旧
指
定
事
業
所(

事
業

所
区
域
の
変
更
の
前
に
指

定
を
受
け
た
指
定
地
球
温

暖
化
対
策
事
業
所
を
い

う
。)

が
特
定
地
球
温
暖
化

対
策
事
業
所
に
該
当
し
た

年
度
の
う
ち
最
も
早
い
年

度
又
は
知
事
が
条
例
第
五

条
の
十
三
第
一
項
第
三
号

ウ
に
定
め
る
量
を
基
準
排

出
量
と
し
て
定
め
た
事
業

所
が
初
め
て
特
定
地
球
温

暖
化
対
策
事
業
所
に
該
当

し
た
年
度
。
以
下
「
該
当
年

度
」
と
い
う
。)

が
平
成
二

十
三
年
度
か
ら
平
成
二
十

六
年
度
ま
で
の
間
で
あ
る

事
業
所 

（
現
行
の
と

お
り
） 

 
 

（
現
行
の
と

お
り
） 

二 

該
当
年
度
が
令
和
三

年
度
か
ら
令
和
六
年
度
ま

で
の
間
で
あ
る
事
業
所 

（
現
行
の
と

お
り
） 

（
現
行
の

と
お
り
） 

（

現

行

の

と

お

り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

（

現

行

の

と

お

り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

事
業
所
の
種
類 

期
間 

割
合 

一 

特
定
地
球
温
暖
化
対

策
事
業
所
に
該
当
し
た
年

度(

事
業
所
区
域
の
変
更

に
伴
い
新
た
な
指
定
を
受

け
た
特
定
地
球
温
暖
化
対

策
事
業
所(

以
下
「
新
指
定

事
業
所
」
と
い
う
。)

に

あ
っ
て
は
、
新
指
定
事
業

所
の
区
域
に
そ
の
区
域
の

全
部
又
は
一
部
が
含
ま
れ

る
旧
指
定
事
業
所(

事
業

所
区
域
の
変
更
の
前
に
指

定
を
受
け
た
指
定
地
球
温

暖
化
対
策
事
業
所
を
い

う
。)

が
特
定
地
球
温
暖
化

対
策
事
業
所
に
該
当
し
た

年
度
の
う
ち
最
も
早
い
年

度
又
は
知
事
が
条
例
第
五

条
の
十
三
第
一
項
第
三
号

ウ
に
定
め
る
量
を
基
準
排

出
量
と
し
て
定
め
た
事
業

所
が
初
め
て
特
定
地
球
温

暖
化
対
策
事
業
所
に
該
当

し
た
年
度
。
以
下
「
該
当
年

度
」
と
い
う
。)

が
平
成
二

十
三
年
度
か
ら
平
成
二
十

六
年
度
ま
で
の
間
で
あ
る

事
業
所 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

二 

該
当
年
度
が
令
和
三

年
度
か
ら
令
和
六
年
度
ま

で
の
間
で
あ
る
事
業
所 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 



三 

該
当
年
度
が
令
和
七

年
度
か
ら
令
和
十
年
度
ま

で
の
間
で
あ
る
事
業
所 

（
現
行
の
と

お
り
） 

（
現
行
の

と
お
り
） 

（

現

行

の

と

お

り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

（

現

行

の

と

お

り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

５
か
ら
14
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

三 

該
当
年
度
が
令
和
七

年
度
か
ら
令
和
十
年
度
ま

で
の
間
で
あ
る
事
業
所 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

５
か
ら
14
ま
で 

（
略
） 

 


